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件名

 質 疑 書

市立中保健センター他４施設空調改修機械設備工事

(  質 問 事 項  ) （ 回　答　）

搬入搬出ルート
室内機の搬入・搬出ルートが不明です。ルートが分かる資料と指定経路及び養生必要箇所をご
提示下さい。よろしくお願いします。

図面番号M-14のX-12通りにあるエレベーターから搬入・搬出を行ってください。搬入・
搬出に使用する敷地内の通路は、養生が必要になります。

駐車場の使用について
駐車場は無償で使用可能でしょうか。また、使用できる場合、常時可能か限定的であるのかご
教示下さい。

無償での使用はできません。

各工事エリア共通
特にエリアA・Cに於いて、工事期間中の平日を完全空調停止出来ると考えてよろしいでしょう
か。また系統ごとの最長工事期間をどれ位だと考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。

工事期間の平日を完全に空調を停止することはできません。系統ごとの工事期間は1
週間程度としてください。

現場説明事項の搬入路について
資材搬入等により路面悪化が予想され、鉄板養生等の必要範囲を
ご提示下さい。よろしくお願いします。

室外機搬出入の際や敷地内において資材搬入等で使用する箇所は状況に応じた養生
が必要です。

ＥＶ使用について
どのＥＶを使用できるのかご提示願えるでしょうか。
また、ＥＶの養生は常設出来ると考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。

図面番号M-14のX-12通りにあるエレベーターを使用できます。養生は施設関係者と協
議の上、常設可能です。ただし、他の施設利用者も使用します。

作業時間について
エリアA・Cに於いて、室内作業が土日祝日（7：30～21：00）だけでは工程が非常に厳しい為、金
曜日の夜～月曜日の早朝まで作業が出来るとしても良いでしょうか。
エリアＢⅠ・ＢⅡに於いて、作業期間は作業内容によって協議できると考えてよろしいでしょうか。
ご教示下さい。

別紙、工事制限の内容を基本としますが、市監督員と協議できるものとします。

エリア　ＢⅠ・ＢⅡについて
監督員検査及び是正完了の日数を工事期間内に含むとなっておりますが、何日間検査及び是
正作業日を含みますか。ご教示下さい。

検査・是正作業を含めて、両エリアともに2日間としてください。

更新ＧＨＰﾁﾗｰについて
発停方法が不明で、発停方法・工事範囲を明確にご教示下さい。（試運転エリア含む）

図面番号M-25、M-26を参照してください。試運転エリアは図面番号M-16の空調機械
室にありますエアーハンドリングユニットとしてください。



ビルトイン型ＰＡＣ室内機の更新の際、既存ダクトの接続は既存ダクトフレキ等で更新できると考
えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。

よろしいです。

空調機器更新に伴う、スプリンクラーヘッド及び煙感知器等防災機器等の脱着は別途工事と考
えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。

スプリンクラーヘッドの脱着が必要な場合は本工事とします。煙感知器等の脱着は別
途工事とします。

施工期間中の廃材置き場について
廃材等のコンテナ等設置場所は、お借りできると考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。

コンテナ等の設置場所はありません。

カセット型・ビルトイン型ＰＡＣ室内機の更新の際、天井開口のサイズ変更は無いと考えてよろし
いでしょうか。天井手直しが必要なら手直し平米・仕様をご教示下さい。

カセット型は機器表に掲載しているワイドパネルを使用してください。ビルトイン型は図
面番号M-45～M-50に記載しているサイズを参考としてください。

夜間搬入について
曜日の指定及び回数に、規制は無いと考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。

土日祝は不可とします。回数の制限はありません。

法的な届出等について
法的な届出等は、無いと考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。

本工事に関する法的な届け出は必要です。

施工に於いて現場事務所・作業員の休憩室及びトイレについて、現場内にてお借りできるとして
考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。

現場事務所・作業員の休憩所は有償となります。トイレは施設関係者と協議の上、借り
ることは可能ですが、他の施設利用者も使用します。

現場代理人及び監理技術者について
現場代理人及び監理技術者は、兼任出来ると考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。

兼務可能です。

監理技術者の専任期間について
専任期間は、施工期間　令和３年２月初旬～令和３年４月下旬のみと考えてよろしいでしょうか。
ご教示下さい。

監理技術者等の配置期間及び専任期間は契約工期です。ただし、専任期間について
は発注者と建設業者の間で設計図書もしくは打合せ記録簿等の書面により明確となっ
ている場合はこの限りではありません。

特記事項８．９について
本工事の仮設使用する電気及び水道は有償支給となっておりますが、メーター等の取付等は必
要でしょうか。ご教示下さい。

私設メーターの取付は必要ありません。


